
卒業の認定 

 
（１）卒業認定の方針 

   ①学則別表における授業科目のすべてが認定されていることが必要です。 
   ②本校の教育概要 4．ディプロマ・ポリシー（卒業認定の方針）の到達度が評価の対象

となります。 
 

 ディプロマ・ポリシー（卒業認定の方針） 
１．あらゆる発達段階、健康レベルにある人々に対して科学的根拠に基づいた看護実践を自

ら創造する力を持つ。 
  ２．地域包括ケアシステムを理解し、他職種と協働できる科学的思考力と判断力、コミュニ

ケーション力、実践力を持つ。 
  ３．専門職として高い倫理観と責任感を持ち、看護の力を通して地域医療に貢献する力を持

つ。 
  ４．生命と人間の尊厳を基盤に、対象との信頼関係を築き人々のその人らしい生活を支える

力を持つ。 
  ５．社会の変化を捉え、次世代の看護を見据え、自ら看護を探求し、自己能力の開発に生涯

努める力を持つ。 
   

 

（２）卒業の認定については、学則 24 条（卒業）、第 25 条（称号の授与）、第 26 条（資

格の取得）に則り実施している。 

 

表 学則 第 7章 卒業等 抜粋 

（卒 業） 

第 24条 学校長は、所定の授業科目を履修し、その全ての授業科目の単位を修得した者について、卒業認定会議

の議を経て、卒業を認定する。 

2 前項の場合において、欠席日数が出席すべき日数の 3分の 1を超える者は、原則として卒業することができな

い。 

3 学校長は、卒業を認定した者に対し、卒業証書を授与する。 

（称号の授与） 

第 25条 学校長は、前条の規定により卒業の認定を受けた者に対し、専門士（医療専門課程）の称号を授与する。 

（資格の取得） 

第 26条 本校を卒業した者には、看護師国家試験の受験資格が与えられる。 
 

 

 

 

 

 

 


